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議会運営委員会 

 

令和７年９月１２日（金曜日） 

                             開会 午前 ８時５６分 

                             閉会 午前 ９時００分 

 

１．令和７年第１回森町議会９月会議に係る事件の訂正について 

 （１）町長提出議件（１件） 

２．その他 

 

〇出席委員（７名） 

   １番 伊 藤   昇 君      ２番 河 野 文 彦 君 

   ３番 髙 橋 邦 雄 君      ５番 山 田   誠 君 

   ６番 野 口 周 治 君      ８番 千 葉 圭 一 君 

  １２番 東   隆 一 君 

 

〇欠席委員（０名） 

 

〇出席説明員 

   総 務 課 長    濵  野  尚  史  君 

   総 務 課 参 事     石  岡  丈  宜  君 

   総 務 係 長    田  中  太  治  君 

   総務課財政係長    髙  橋  一  也  君 

   総務課財務係長    蛯  沢  里  奈  君 

 

〇職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長    関     孝  憲  君 
 
   議 事 係 長 兼                  
              長 谷 川  拓  哉  君 
   庶 務 係 長                  
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開会 午前 ８時５６分 

    ◎開会・開議の宣告 

〇委員長（山田 誠君） これから議会運営委員会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議題は、お手元に配付のとおりであります。 

 

    ◎令和７年第１回森町議会９月会議に係る事件の訂正について 

〇委員長（山田 誠君） 初めに、令和７年第１回森町議会９月会議に係る事件の訂正に

ついてを議題といたします。 

 事件の訂正については、１件出ております。 

 それでは、濱野総務課長より説明願います。 

〇総務課長（濵野尚史君） おはようございます。それでは、事件の訂正についてご説明

いたします。 

 ９月１日に提出した事件を訂正したいので、森町議会会議規則第20条第２項の規定によ

り請求いたします。 

 件名につきましては、認定第２号 令和６年度森町国民健康保険病院事業会計決算認定

についてであります。 

 請求理由ですが、令和６年度森町国民健康保険病院事業会計において決算処理に重大な

誤りがあり、その謝った金額で決算書を調製していたことが判明したためであります。 

 訂正内容ですが、決算処理において消費税の計算過程に誤りがあり、決算内容の訂正が

必要となりました。具体的には、補助金額の誤りや経費の計上漏れが原因で、消費税に修

正が生じました。さらに、資本的支出、貸借対照表、資本的収支明細書などにおいても計

上漏れが判明し、各項目の訂正を行っております。これらの修正により、決算全体にわた

る大幅な訂正が必要となりました。 

 なお、訂正後の決算については、９月８日に監査委員へ報告し、再審査を実施していた

だいた結果、監査意見書も訂正されております。 

 以上でございます。 

〇委員長（山田 誠君） 何かお聞きしたいことございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（山田 誠君） それでは、ただいま町側から請求がありました事件の訂正の取

扱いについて、事務局の関局長より説明願います。 

〇議会事務局長（関 孝憲君） それでは、事件の訂正の取扱いということでご説明いた

します。 

 今回訂正請求のありました事件については、既に上程され、審議中のものというふうに

なってございます。森町議会会議規則第20条の規定によりまして、「会議の議題となった

事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとす
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るときは、議会の許可を得なければならない」と規定されてございます。したがいまして、

訂正の請求については、議会運営委員会において議事日程事項としまして本日決定してい

ただければ、本日別添の議事日程のとおり日程第３としまして、本会議において訂正の許

可を諮っていくという流れになります。その後、形式的に特別委員会を閉じる作業が必要

となりますので、本会議を休憩していただき、議員控室で当局関係者を含め特別委員会の

委員の皆様にお集まりいただきまして特別委員会を閉じ、本会議を再開し、日程第４以降

に進むといった流れになります。 

 なお、決算審査特別委員会におきましては、先日11日に訂正の許可を前提に審査等を行

っているところであります。 

 この弾力的な運用につきましては、「地方議会運営の実務」の記載事項を参考にし、さ

らには北海道議長会に確認した上で運用しているものです。 

 以上でございます。 

〇委員長（山田 誠君） 今の説明で何かございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

〇委員長（山田 誠君） なければ、これで終わります。 

 町側の説明員は退席して結構です。ご苦労さまでした。 

 

    ◎その他 

〇委員長（山田 誠君） それでは次に、その他に入ります。 

 局長よりないですか。 

〇議会事務局長（関 孝憲君） はい。 

〇委員長（山田 誠君） なければ、あと皆さんのほうから何かございますか。 

（「なし」の声多数あり） 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（山田 誠君） なければ、以上本日の議題の審議は終了しました。 

 本日の委員会はこれで閉会いたします。 

 ご苦労さまでございます。 

閉会 午前 ９時００分 


